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平成２８年１０月２７日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官 

平成２７年（ワ）第１０５２２号 不正競争行為差止等請求事件（本訴） 

平成２８年（ワ）第６３６号 不正競争行為差止等請求事件（反訴） 

口頭弁論終結日 平成２８年８月２５日 

判 決 

 

        本訴原告（反訴被告）（以下「原告」という。） 

 株 式 会 社 エ コ リ カ 

         

        同訴訟代理人弁護士    溝 上 哲 也 

        同            河 原 秀 樹 

        本訴原告訴訟代理人弁理士 山 本  進 

 

        本訴被告（反訴原告）（以下「被告」という。） 

スカイホースジャパン株式会社 

         

        同訴訟代理人弁護士    服  部  謙 太 朗 

        本訴被告訴訟代理人弁理士 広 川 浩 司 

主 文 

１ 原告の本訴請求をいずれも棄却する。 

２ 原告は，被告に対し，３０万円及びこれに対する平成２７年１０月

２３日から支払済みまで年５％の割合による金員を支払え。 

３ 被告のその余の反訴請求をいずれも棄却する。 

４ 訴訟費用は，本訴・反訴を通じ，これを１０分し，その８を原告の

負担とし，その余は被告の負担とする。 

５ この判決は，第２項に限り，仮に執行することができる。 
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事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

 １ 本訴請求 

(1) 被告は，その包装に別紙被告表示目録記載１の各表示を使用した別紙被告商

品目録記載１の商品及びその包装に別紙被告表示目録記載２の各表示を使用した別

紙被告商品目録記載２の商品を譲渡し，引き渡し，譲渡若しくは引渡しのために展

示し，輸入し，若しくは電気通信回線を通じて提供してはならない。 

(2) 被告は，その製造又は販売に係るリサイクルインクカートリッジの包装に別

紙被告表示目録記載１及び２の各表示を使用してはならない。 

(3) 被告は，別紙被告表示目録記載１及び２の各表示を使用したリサイクルイン

クカートリッジの包装を廃棄せよ。 

(4) 被告は，別紙被告ウェブサイト目録記載１ないし３のインターネット上のア

ドレスにおいて開設する各ウェブサイトから，別紙被告広告目録記載１及び２の被

告商品の画像を抹消せよ。 

(5) 被告は，原告に対し，１２００万０５６０円及びこれに対する平成２７年１

０月２２日（訴え提起の日）から支払済みまで年５％の割合による金員を支払え。 

 ２ 反訴請求 

 (1) 原告は，原告のホームページから別紙不正競争行為目録記載の内容の電磁的

記録を削除せよ。 

 (2) 原告は，本判決確定の日から７日以内に，別紙謝罪文目録記載の謝罪文を，

原告のホームページ（http://www.ecorica.jp/）上に掲載せよ。 

(3) 原告は，被告に対し，５００万円及びこれに対する平成２７年１０月２３日

から支払済みまで年５％の割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要等 

 １ 事案の概要 

 【本訴請求事件】 
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本件本訴請求事件は，原告が，被告に対し，原告の販売するインクジェットプリ

ンタ用のリサイクルインクカートリッジの包装のうち，別紙原告表示目録記載の各

表示（以下同目録記載１の表示を「原告表示１」，同２の表示を「原告表示２」とい

い，これらを併せて「原告各表示」という。）が原告の商品等表示として周知になっ

ており，被告が原告各表示に類似する別紙被告表示目録記載の各表示（以下同目録

記載１の表示を「被告表示１」，同２の表示を「被告表示２」といい，併せて「被告

各表示」という。）を使用するリサイクルインクカートリッジを販売などする行為が

不正競争防止法２条１項１号の不正競争に該当するとして，下記請求をした事案で

ある。 

記 

① 同法３条１項に基づく被告商品目録記載の各商品の譲渡等の差止請求（本訴

請求(1)）， 

② 同項に基づく被告製造販売に係るリサイクルインクカートリッジの包装への

被告各表示の使用差止請求（本訴請求(2)）， 

③ 同条２項に基づく被告各表示を使用したリサイクルインクカートリッジの包

装の廃棄等の請求（本訴請求(3)）， 

④ 同項に基づく被告のウェブサイトから被告各表示を使用した包装の商品広告

の画像の抹消請求（本訴請求(4)）， 

⑤ 同法４条に基づく損害賠償として合計１２００万０５６０円（不正競争防止

法５条２項適用による損害９９０万９６００円，信用毀損による損害１００万円，

弁護士費用相当額１０９万０９６０円の合計額）及びこれに対する不法行為の後の

日である平成２７年１０月２２日から支払済みまで民法所定年５％の割合による遅

延損害金の請求（本訴請求(5)） 

 【反訴請求事件】 

本件反訴請求事件は，被告が，原告に対し，原告が別紙不正競争行為目録記載の

内容（以下「本件掲載文」という。）を原告のホームページに掲載する行為が不正競
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争防止法２条１項１４号（平成２７年法律第５４号による改正前のもの。現行同項

１５号。以下現行法のみ指摘する。）の不正競争に該当する旨主張して，下記請求を

した事案である。 

記 

① 同法１４条に基づく本件掲載文の電磁的記録の原告のホームページからの削

除請求（反訴請求(1)） 

② 同法１４条に基づく原告のホームページへの別紙謝罪文目録記載の謝罪文の

掲載請求（反訴請求(2)） 

③ 同法４条に基づく信用毀損による損害賠償として５００万円及びこれに対す

る不法行為の後の日の平成２７年１０月２３日から支払済みまで民法所定の年５％

の割合による遅延損害金の請求（反訴請求(3)） 

２ 前提事実（当事者間に争いのない事実並びに後掲の各証拠及び弁論の全趣旨

により認められる事実） 

 (1) 当事者等 

 ア 原告は，事務用機器及び付属品のリサイクル商品の企画，製造及び販売など

を目的として設立された会社であり，インクジェットプリンタに搭載されるリサイ

クルインクカートリッジの開発，製造等を主要な事業内容としている。 

 イ 被告は，平成２１年１１月２０日，コンピュータ関連機器の消耗品の輸出入，

及び，販売などを目的として設立された会社であり，中国のスカイホース社製造に

係るインクカートリッジを輸入し，日本国内において販売している。 

(2) インクジェットプリンタ及びインクカートリッジ市場 

ア インクジェットプリンタは，プリンタにインク色が異なる複数のインクカー

トリッジを装着し，インクカートリッジ内のインクを印刷用紙に吐出して印刷を行

うものであるが，印刷に伴い消費されるインクはインクカートリッジを交換するこ

とで補充されるため，インクジェットプリンタを購入したユーザーは，当該機種に

適合するインクカートリッジを繰り返し購入することが見込まれている。 
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イ インクカートリッジの市場は，①プリンタメーカー自身が製造販売している

純正品，②プリンタメーカーではないサードパーティが使用済みのインクカートリ

ッジにインクを充填しリサイクルして販売しているリサイクルインクカートリッジ，

③サードパーティが特定のプリンタに対応するよう製造した互換品が存在するとこ

ろ，原告及び被告が販売しているインクカートリッジは，②のリサイクルインクカ

ートリッジである。 

 (3) 原告の販売行為 

 ア 原告は，平成１５年からインクジェットプリンタ用のリサイクルインクカー

トリッジの販売を始め，平成２１年１１月１日頃，エプソンのインクジェットプリ

ンタに適合するリサイクルインクカートリッジである，別紙原告商品目録記載１の

商品（以下，同目録記載の各商品を「原告商品１」，「原告商品２」などという。）の

販売を始め，その後，リサイクル方法の開発が完了したものから順次，原告商品２，

さらに原告商品３ないし７の販売を始め，現在に至るまでこれらの商品の販売を継

続している(以下「原告商品１ないし７」を併せて「本件原告商品」といい，これら

を含む原告の取扱商品をいうときは，「原告取扱商品」という。)。 

イ 本件原告商品は，全国の家電量販店，総合スーパー，ホームセンター，オフ

ィス事務用品店などの実店舗で販売されているほか，インターネット，カタログな

どの通販によっても販売もされている。原告は，原告各表示以外の表示を包装に用

いた商品も販売している。 

 (4) 被告の販売行為等 

 被告は，別紙被告商品目録記載１，２のエプソン用のリサイクルインクカートリ

ッジ（以下「被告商品１」，「被告商品２」，併せて「被告各商品」という。）を商社

を介して家電量販店に納入し，当該家電量販店が一般消費者に販売している。また，

被告は，別紙被告ウェブサイト目録１ないし３に記載の各ＵＲＬアドレスにおいて

ウェブサイトを開設し，被告商品１，２の画像を掲載している。（甲４の１，甲４の

３及び４） 
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 (5) 原告のホームページにおける告知 

 原告は，平成２７年１０月２２日，当庁において本訴を提起し，同日，原告のホ

ームページに，別紙不正競争行為目録記載のとおりの「スカイホースジャパン株式

会社に対する提訴ついて」と題する本件掲載文を掲載した（以下，本文中の文章を

各別に順に「第１文ないし第７文」という。）。（乙２０の１及び２） 

 ３ 争点 

(1) 本訴請求 

 ア 原告各表示は原告の商品表示として周知か（争点１） 

 イ 被告各表示は原告各表示に類似するか（争点２） 

 ウ 混同を生じるおそれの有無（争点３） 

 エ 原告の損害額（争点４） 

 オ 先使用の抗弁の成否（争点５） 

 (2) 反訴請求 

 ア 本件掲載文は被告の営業上の信用を害する虚偽の事実か（争点６） 

 イ 本件掲載文の抹消請求及び謝罪広告掲載請求（争点７） 

 ウ 被告の損害額（争点８） 

第３ 争点に関する当事者の主張 

 １ 争点１（原告各表示は原告の商品表示として周知か）について 

 （原告の主張） 

 (1) 原告各表示の商品表示性 

 ア インクカートリッジ市場の特徴 

インクカートリッジは，多数の事業者による商品が陳列，展示，掲載されている

ところ，ユーザーは，前回購入した商品と同じ商品を購入しようとする際に，イン

クカートリッジのパッケージに使用されている各社の商品表示を手掛かりにする。 

そのためインクカートリッジの市場においては，事業者の名称等からなる商標に

限らず，パッケージのデザイン，色彩，模様，更には本来情報を伝達するための文
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字や写真であっても，サイズ，レイアウト，配列の順序等に特徴を有する商品表示

が出所識別のために重要な役割を果たしているので，インクカートリッジを製造販

売する事業者は，通常は，競合他社の商品と視覚上容易に区別できる分かり易い商

品表示を選択し，ユーザーが商品を選択する際に混同が生じないようにしている。 

 イ 原告各表示は，「商品の包装」（不正競争防止法２条１項１号）に属するもの

であるが，本件原告商品の包装箱に平面的に印刷されている以下の特徴点Ａないし

Ｅを特徴とするものであり，それ自体で商品表示性を備えている。 

 (ｱ) 特徴点Ａ 

パッケージの中央よりもやや左寄りにシフトさせて角が丸みを帯びた四角形状の

背景部を下７５％程度はブルー色に，上２５％程度はグリーン色に塗り分けて配色

していること。 

 (ｲ) 特徴点Ｂ 

前記ブルー色の部分の領域には，左上に対象純正品型番の２桁の数字を大きなポ

イントの文字で表示し，その右横には「エプソン用」「～互換」の文字を白抜きで表

示すると共に当該商品の型番を表示していること。 

 (ｳ) 特徴点Ｃ 

特徴点Ｂの文字列の下部には４色パックの場合は左からブラック，シアン，マゼ

ンタ，イエローの順に，６色パックの場合は前記４色に続けて左からライトシアン，

ライトマゼンタの順にインクカートリッジを斜視方向から撮影した写真を配置して

いること。 

 (ｴ) 特徴点Ｄ 

前記背景部のグリーン色の部分の領域には「リサイクルインクカートリッジ」の

白抜きの文字を含む商品の名称が表示されていること。 

 (ｵ) 特徴点Ｅ（原告商品１ないし３にみられる特徴点） 

左斜め下方向及び右斜め下方向に延びて先端がＶ字状にカットされたリボンを有

し，周縁部が鋸歯状とされた円形のバッジをモチーフにしたアイコンを，パッケー
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ジの右辺側に表示していること。 

 ウ また，仮に，原告各表示が，それ自体で商品表示性を備えていないとしても，

後記(2)の周知性に関するすべての事実を考慮すれば，原告各表示には商品表示性が

認められる。  

エ 被告主張に対する反論 

被告は，本件原告商品の商品表示は，原告の名称である「エコリカ」であり，他

方，本件原告商品のパッケージに統一性がないから，原告各表示は商品表示足り得

ないように主張するが，統一性がないと被告が指摘する表示を使用した商品の販売

数量の割合は全体から見れば，ごく僅かなものであり，原告各表示に統一性がない

ということにはならない。原告各表示を備えない商品の販売が振るわないことは逆

に原告各表示の商品表示性が強いことを示している。 

したがって，「エコリカ」を除いた原告各表示に商品表示性は認められないとする

被告の主張は誤りである。 

(2) 原告各表示の周知性 

 ア 原告各表示の使用期間 

原告は，平成２１年６月以降，一貫して，本件原告商品に原告各表示を使用して

おり，使用期間は６年を超えている。 

 イ 販売数量及び売上金額等 

平成２１年６月から平成２７年８月までの間の本件原告商品の大手家電量販店に

おける販売数量及び売上金額は，それぞれ別紙原告商品販売数量及び売上高のとお

りであり，特徴点Ｅを有する原告商品１ないし３の（中略）であり，特徴点Ｅを有

しない原告商品４ないし７では（中略）であり，合計すると，原告商品１ないし７

の販売実績は，平成２１年６月から平成２７年８月の約６年間に，（中略）に達して

いる。 

また，通信販売による総合スーパー，ホームセンター，オフィス事務用品店等に

対する出荷数量は，各発売日から平成２７年８月３１日までの間で，（中略）    
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であった。 

原告において集計した各発売日から平成２７年８月３１日までの間の原告商品

の総出荷数は，（中略）に及んでいる。 

 ウ 市場占有率 

平成２５年６月から平成２６年５月の間の実売データによれば，純正品を含むイ

ンクカートリッジ全体の市場において原告取扱商品の市場占有率は９．４％で第３

位，非純正品のみの商品同士でのシェアは７６．３％である。 

平成２５年８月から平成２７年８月の間では，純正品を含むインクカートリッジ

全体の市場において，（中略）である。 

エ 広告宣伝 

 原告は，原告商品１の発売当初の平成２１年度から積極的に新聞の全国紙，雑誌

等への広告宣伝を開始し，平成２４年度にはテレビコマーシャルを実施するに至っ

た。原告取扱商品の広告宣伝費は，平成２４年度以後も年度を重ねるごとに増額し

ており，その詳細は，別紙出稿実績説明書のとおりである。 

 オ 販促物の配布実績 

(ｱ) 対応表パネル 

本件原告商品を取り扱う店舗で展示され，取引者や需要者が接することになるプ

リンタ対応表パネルに，本件原告商品の型番と共に，原告各表示が使用されている

（甲７の１及び２）。同対応表パネルの印刷会社への発注数は，（中略）であった。 

(ｲ) 対応表カタログ 

 本件原告商品を取り扱う店舗において，取引者や需要者が使用することになる対

応表カタログ（甲８の１ないし７）に，本件原告商品の型番と共に，原告各表示が

使用されている。同対応表カタログの印刷会社への発注数は，（中略）であった。 

 カ 需要者の認識等 

原告商品１は，販売２年目の平成２２年において（中略）である。原告商品２は，

販売２年目の平成２３年に（中略）である。原告商品３は，販売２年目の平成２３
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年に（中略）である。原告商品７も，販売２年目の平成２３年の（中略）である。 

以上によれば，平成２１年ないしは２２年頃から既に販売を開始していた原告商

品１，２，３及び７の販売実績からすると，原告各表示は平成２３年１２月には周

知性を獲得していたことが明らかである。 

なお，本件原告商品は，原告が巨額の広告宣伝費や販促費を投じることで販売数

量，売上高，市場占有率について傑出した実績を残してきた。その本件原告商品に

継続的に使用されてきた原告各表示は，本件原告商品を表示するものとして需要者

の間に広く認識されるに至り，需要者・取引者の間にこの表示を見れば本件原告商

品を指すものであるという認識が定着している。原告各表示は，日本全国にテレビ

コマーシャルが放映された平成２４年１２月頃までには明らかに需要者の間に広く

認識されていた。 

（被告の主張） 

 (1) 原告各表示の商品表示性 

 ア 包装容器の商品表示該当性 

商品表示は，特定の事業者の商品であることを示す表示，すなわち特定の事業者

の営業に係る商品を他の者の営業に係る商品から識別する機能を有する表示である

必要がある。 

このような商品表示の主要なものは，商号や商標等であるところ，包装容器は，

本来的には商品の包装としての機能・効用の発揮や商品の美感向上のために選択さ

れるものであり，商品の出所を表示することを目的として選択されるものではない。

このため，包装容器が商品表示として認められるのは，包装の模様等や色彩が独自

の特徴を有し，かつこれが長期間継続的かつ独占的に使用される等の限定的な場合

に限られ，包装容器の色彩等がありふれたものからなる場合，商品表示該当性は否

定される。 

 イ インクカートリッジ市場の特徴 

純正品は，プリンタメーカー自身が製造販売するものであり，プリンタの説明書
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等でも推奨されているから，需要者から見れば，対応するプリンタに確実に適合し，

品質も保証されたものであると理解されており，ブランド力が高く，日本において

は，純正品が極めて高いシェアを占めている。 

一方，インクカートリッジは消耗品であることから，より低コストを求める需要

者が，プリンタメーカー以外から販売されているリサイクル品や互換品を選択する

もので，低価格であることに惹かれて購入しているのであって，リサイクル品の各

メーカー間において，ブランド力にそれほどの差はなく，純正品の価格は高いが，

リサイクル品はメーカーに関わらず同等の価格で販売されている。 

ウ インクカートリッジのパッケージデザイン 

(ｱ) 特定のインクジェットプリンタに適合するインクカートリッジの種類は基本

的に１種類であり，間違えると，購入したものを使用することができないことから，

需要者がインクカートリッジのパッケージを見る際に最も注目するのは，そのイン

クカートリッジの適合性の情報である。 

適合性情報は，具体的には，①どのプリンタメーカー用であるか（キヤノン用，

エプソン用など），②インクカートリッジの型番，特に，インクカートリッジにおけ

る取引の実情として，型番末尾の数字等（エプソン用の場合２桁の数字，キヤノン

用の場合３桁の数字等）を大きく表示し，需要者が型番を識別しやすいようにして

いる，③その商品が単色の製品であるか複数色のパック製品であるか，パック製品

の場合は４色パックか６色パックかといったことが重要である。 

(ｲ) インクカートリッジのメーカーの情報は，純正品か，またはリサイクル品や

互換品かを識別するため，さらに，純正品でない複数あるメーカーの中から特定の

メーカーを選択するためにも必要である。 

メーカーの識別のために認識されるのは自他商品識別力を有する商標（スカイホ

ースやエコリカ等）である。表示された商標を無視して他の表示により出所の識別

がされる特別な事情があるのならばともかく，パッケージに商標がはっきりと表示

してあれば，通常はその商標の表示により出所が識別されるのが当然である。 
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インクカートリッジを選択するには，プリンタの適合性の情報を確認する必要が

あり，需要者はパッケージに表示された文字情報を必ず見るのだから，同じく文字

を含む商標を確認することも当然である。類似しない商標が付された商品を，需要

者が取り違えることはおよそ考えられないが，原告商品及び被告商品は，いずれも

包装にそれぞれのメーカー名（商標）が付されている。 

原告は，意図的に原告及び被告の商標について言及を避けているが，この様な恣

意的な主張は失当である。原告は，被告の商品表示の画像を貼り付ける際，画像を

加工して被告の商標を削除している。 

(ｳ) インクカートリッジの購入に際しては，インクカートリッジの適合性を判別

するための情報を文字で確認する必要があるが，この情報自体には識別力はない。

識別力のない情報をいかに組み合わせてみたところで，その配置等の態様によって

出所を示す識別力を有することは，よほど特殊な表示をしないかぎり，通常考えら

れない。そして，原告は，特徴点ＡないしＥだけで商品表示足り得るように主張す

るが，いずれもありふれた表示にすぎず，原告各表示は，ありふれた表示の寄せ集

めにすぎないから，識別力は有し得ない。 

また，エプソン用のインクカートリッジの場合，純正品のパッケージが青を基調

としている（乙５）ため，リサイクル品においても，原告を含む各社は，青を基調

としたデザインを取り入れていることが多い（乙１，乙６，甲５６）。したがって，

青を基調としたインクカートリッジのパッケージデザインを需要者が見た場合に，

エプソンの純正品またはエプソン用のインクカートリッジであると認識することは

あっても，それ以上の細かい点は文字情報を見るのが当然であって，パッケージデ

ザインで出所を識別することはない。原告自身，エプソン以外のインクジェットプ

リンタのメーカーのリサイクル品を販売する際には，この様なメーカーのパッケー

ジカラー（例えばキヤノン用のリサイクルインクカートリッジについてはキヤノン

のカラーの赤色）を使用しており，パッケージデザインに一貫性がない。 

 以上を考慮すれば，インクカートリッジのパッケージにおいて，自他商品識別力
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を有するのは，商標の表示である。原告は，パッケージデザインから商標の表示を

外したものを「原告表示」や「被告表示」と称しているが，これらの表示のみで，

需要者が特定のメーカーのインクカートリッジであると認識することはない。 

 エ 原告が販売する商品のパッケージデザインに統一性がないこと 

 原告は，キヤノン用，エプソン用等プリンタメーカーごとのインクカートリッジ

を販売しており，また，単色や複数色のパッケージなど，多種の商品を販売してい

るが，これらの商品におけるパッケージデザインはまちまちである（甲７の１及び

２）。  

また，原告は，平成２１年６月以降，一貫して本件原告商品に原告各表示を使用

してきたと主張するが，原告の示す原告商品１（甲９）についても，異なる表示を

用いて販売されている（乙８）。 

原告取扱商品は，種類によってパッケージデザインがまちまちであり，需要者か

ら見て原告各表示が出所表示としては認識され得ない。また，原告が原告各表示を

用いていると主張する本件原告商品においてもそのパッケージデザインは統一され

ていない。 

オ 以上からすると，原告各表示は商品表示たりえず，本件原告商品のパッケー

ジが商品表示として機能するのは，原告の商標及び原告の社名の表示に限られる。 

 (2) 原告各表示の周知性について 

 ありふれた表示にすぎない原告各表示が，需要者の間に広く認識されているとは

いえない。 

 ア 原告主張の使用実績 

(ｱ) 出荷数量及び市場占有率について 

原告が示す本件原告商品の出荷数量は，原告自身が集計したもので信用できない。

市場占有率についても，限られたデータを前提にするもので信用できない。 

本件原告商品のシェアが(中略)というのは疑問であるが，仮にこれがある程度正

しいとしても，純正品が約８０％のシェアを占めている市場において，本件原告商
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品のシェアは，純正品に比べてはるかに小さいことに変わりはない。 

 (ｲ) 広告宣伝及び販促物の配布について 

新聞広告やテレビコマーシャルで一貫して強調されているのは，原告の社名であ

る「エコリカ」であるから，これらを見た需要者は，「エコリカ」という社名はある

程度記憶に残るかもしれないが，原告各表示を有するパッケージが需要者に認識さ

れることはない。 

原告が示す広告宣伝や販促物の配布は，本件原告商品についてのみ行われたもの

ではない。販促物においても原告各表示を有するインクカートリッジはごく小さく

表示されるのみであり，一方で，表紙等にはキヤノン用やブラザー用のインクカー

トリッジや，エプソン用でも原告各表示が見られない別パッケージのインクカート

リッジが多数掲載されている（甲７，甲８）。 

雑誌や新聞の広告においても，原告各表示を有するインクカートリッジはごく小

さく表示され，原告各表示が見られない別パッケージのインクカートリッジが多数

掲載されている一方で，原告の商標や原告の社名である「エコリカ」の文字は，目

立つように配置されている（甲１９）。 

 イ このように，原告による広告宣伝によって，原告の商標や原告の社名である

「エコリカ」が周知となることはあっても，本件原告商品のパッケージデザインが

周知となることはない。 

そもそも，原告各表示は，パッケージデザインから商標の表示などを除いたあり

ふれた表示の寄せ集めにすぎないのであるから，このようなそれ自体が識別力を有

しない文字や色彩のありふれた組み合わせの表示について識別力が生じるためには，

極めて高い著名性が必要であるところ，原告商品１はそれほどの著名性を獲得して

いるわけでもない。本件原告商品の売上げが大きいとすれば，それは本件原告商品

が対応するエプソンのプリンタのマーケットシェアが大きいため，これに付随して

本件原告商品も売れたということや，「エコリカ」の商標を強力に宣伝広告した結果

であり，原告各表示があるからではない。 



 

 

 

 15 

２ 争点２（被告各表示は原告各表示に類似するか）について 

（原告の主張） 

被告各表示は，原告各表示の特徴点をすべて備えており，原告各表示と類似のも

のである。 

 (1) 被告各表示 

 ア 被告各表示の特徴点は，以下のａないしｅのとおりである。 

ａ パッケージの中央よりもやや左寄りにシフトさせて角が丸みを帯びた四角

形状の背景部を下７５％程度はブルー色に，上２５％程度はグリーン色に塗り分け

て配色していること。 

ｂ 前記ブルー色の部分の領域には，左上に対象純正品型番の２桁の数字を大き

なポイントの文字で表示し，その右横には「エプソン用」「～互換」の文字を白抜

きで表示すると共に当該商品の型番を表示していること。 

ｃ 特徴点ｂの文字列の下部には４色パックの場合は左からブラック，シアン，

マゼンタ，イエローの順に，６色パックの場合は前記４色に続けて左からライトシ

アン，ライトマゼンタの順にインクカートリッジを斜視方向から撮影した写真を配

置していること。 

ｄ 前記背景部のグリーン色の部分の領域には「リサイクルインクカートリッジ」

の白抜きの文字を含む商品の名称が表示されていること。 

ｅ 左斜め下方向及び右斜め下方向に延びて先端がＶ字状にカットされたリボ

ンを有し，周縁部が鋸歯状とされた円形のバッジをモチーフにしたアイコンを，パ

ッケージの右辺側に表示していること。 

 イ 被告各表示は，純正品型番を示す２桁の数字の内容が異なる点を除けばそれ

ぞれの基本構成は同じである。また，被告各表示は別紙被告表示目録のとおり４面

からなるが，各面の表示は，①ケースの各面のサイズに合わせるために縦・横の比

率が原告各表示と若干相違している点，②右端に現れるバッジ （特徴点ｅ）の高さ

位置が異なる点を除けば，基本構成は同じである。 
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 (2) 原告各表示と被告各表示との対比 

原告各表示の特徴点ＡないしＥと，被告各表示の特徴点ａないしｅを対比すると，

いずれの組合せでも差異はない。 

なお，特徴点Ｂとｂにつき，対象型番の２桁の数字は，色彩こそ，原告各表示が

白であるのに対し，被告各表示は黄色で異なっているが，対象型番が配置される位

置がブルー色の領域の左上である点や，ブルー色の領域に対する文字のサイズの比

率などが極めて酷似している点の印象が強いため，白から黄色へというありふれた

色彩の変更は表示を見る者の印象に残らない。 

そのほか被告商品１については，パッケージの縦，横，高さのサイズまでが原告

商品１と同一となっているし， 被告各商品の包装には「本製品の売り上げの一部を，

自然保護団体である公益財団法人日本自然保護協会（ＮＡＣＳ－Ｊ）へ寄付いたし

ます。」と，その商品を購入するだけで簡単に環境保護に貢献できることを需要者

にアピールする説明文が存在するが，この説明文も，原告が原告商品のパッケージ

に使用している「エコリカは製品の売上げ１個につき１円を世界約１００ヶ国で活

動している地球環境保全団体ＷＷＦに寄付しております。」との説明文（甲９：左

側面）を見た上で原告の手法を真似たと考えざるを得ない。 

被告がインクカートリッジの市場において最も売れ筋であった本件原告商品に狙

いを定めて意図的に類似の商品表示を採択し，不正競争行為を行ったことが強く推

認される。 

 （被告の主張） 

 (1) 本件原告商品のパッケージデザインと被告各商品のパッケージデザインの対

比 

 原告は，本件原告商品や被告各商品のパッケージデザインから，商品識別上重要

な商標等を除いたものを「原告表示」や「被告表示」と称し，これらのみで商品表

示として機能することを前提とした主張をしている。 

しかし，需要者はパッケージの全体を見て商品を選択するのであり，原告が主張
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する「原告表示」や「被告表示」の部分だけを見て商品を選択することはあり得な

い。需要者が実際に目にするのは，パッケージの正面，平面，左右側面，背面の各

全体表示である（底面については，通常，需要者があえて見ることは少ないと考え

られるので，ここでは除外する。）。 

パッケージの各面について対比すると，需要者が一番目にするパッケージ正面及

び平面において，総合的に見て本件原告商品と被告各商品の印象差は大きく，需要

者が混同するおそれはない。また，商品を手に取った需要者は，パッケージ左右側

面や背面も確認することがあるが，これら各面についても，本件原告商品と被告各

商品には大きな表示上の差異があるし，被告各商品の左右側面には需要者が十分に

認識できる大きさで被告の商標が表示され，背面には被告の社名が表示されること

によって，出所表示がなされているので，なおさら被告各商品を本件原告商品であ

ると需要者が混同することは考えられない。 

 (2) 以上のように，本件原告商品と被告各商品のパッケージ表示は，需要者が注

目する点を中心とした総合的な検討によれば類似しないことは明らかである。 

 ３ 争点３（混同を生じるおそれの有無）について 

 （原告の主張） 

本件原告商品や被告各商品のようなインクカートリッジは，日常的に，実物が店

舗で陳列販売され，あるいはインターネット上のサイト等に掲載して販売され，需

要者は，商品の包装に使用されている商品表示の外観でどの商品であるかを瞬時に

識別する。しかも，インクカートリッジは，低廉な消耗品であることから，需要者

において会社名などの表示に厳密な注意を払わずに購入されることが通常である。 

そのようなインクカートリッジにおいて，極めて共通点の多い類似の商品表示が

被告の商品に使用された場合，商品表示を手掛かりに商品を購入するユーザーが，

原告の商品であるかのように商品の出所を誤認して混同するおそれがあることは取

引の経験則上明らかである。 

以上の事情からすれば，被告各表示を使用している被告各商品は，需要者におい
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て，原告の商品ラインナップの１つである，あるいは，原告と何らかの関係を有す

る者により発売されているものであるなど，その商品の出所を混同するおそれがあ

る。 

 （被告の主張） 

 インクジェットプリンタは家庭で使われる割合が比較的高く，６色パックの場合，

インクカートリッジはリサイクル品で４０００円前後，純正品で６０００円近くす

るから，家庭で使用される消耗品としては，決して安価なものとはいえないから，

量販店等の店頭で販売される多数種類のインクカートリッジを需要者が選択するに

当たっては，プリンタの適合性の情報を始めとして，パッケージに表示された情報

をよく確認して購入するのが通常である。 

 そして原告商品１と被告商品１，原告商品２と被告商品２をそれぞれ対比すると，

いずれも互いに類似しないから，これらを需要者が混同することはない。 

４ 争点４（原告の損害額）について 

（原告の主張） 

(1) 被告は，他に選択肢はあるにもかかわらず，原告各表示に類似する被告各表

示を選択して被告各商品を販売しているのであるから，故意又は少なくとも過失に

より，原告の営業上の利益を侵害し原告に損害を与えたことも明らかである。 

(2) 不正競争防止法５条２項の適用による損害 

ア 被告商品１の販売による損害 

被告商品１の平成２７年１０月までの販売数量は５１３１個を下らないところ，

被告が家電量販店に納入する商社に販売する価格は２３８８円である。 

また，被告商品１の原価は６８８円を上回ることはないから，被告商品１を１個

販売することによる被告の利益の額は１７００円（仕切価格２３８８円－原価６８

８円）である。 

したがって，被告が，被告商品１を販売したことによって受けた利益の額は，８

７２万２７００円（１７００円×５１３１個＝８７２万２７００円）である。 
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イ 被告商品２の販売による損害 

被告商品２の現在に至るまでの販売数量は，９１３個を下らないところ，被告が

家電量販店に納入する商社に販売する価格は１７８８円である。 

また，被告商品２の原価は，４８８円を上回ることはないから，被告商品２を１

個販売することによる被告の利益の額１３００円（仕切価格１７８８円－原価４８

８円）である。 

したがって，被告が，被告商品２を販売したことによって受けた利益の額は，１

１８万６９００円（１３００円×９１３個＝１１８万６９００円）である。 

ウ 合計額 

被告各商品の販売により被告が受けた得た利益の額は，合計で９９０万９６００

円であるから，不正競争防止法５条２項により，同額が原告の受けた損害の額と推

定される。 

(3) 信用毀損による損害 

被告各商品は，原告商品に比べて印刷品質が劣っているから，被告各商品を原告

各商品と混同し誤って購入したユーザーの中には，実際は被告各商品を使用してい

るのに，原告各商品の印刷品質が良くないと誤解しているケースもあると推測され

る。 

そのようなユーザーは，今後，原告各商品の購入を控えるのが通常と考えられ，

また周囲の人に原告各商品は品質が良くないと伝える可能性もあり。これにより，

原告各商品の品質に対する信用は毀損される。 

このような被告の行為により原告が受けた信用毀損による損害の額は，１００万

円を下らない。 

(4) 弁護士費用 

原告は，本件訴訟を提起するために弁護士に委任せざるを得ず，その費用は，上

記財産的損害及び信用毀損による損害の合計額の１割を下らないから，１０９万０

９６０円を下らない。 
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(5) 合計額 

原告が受けた損害の額は，合計で１２００万５６０円（９９０万９６００円＋１

００万円＋１０９万０９６０円＝１２００万０５６０円）を下らない。 

（被告の主張） 

 全て否認ないし争う。 

５ 争点５（先使用の抗弁の成否）について 

（被告の主張） 

被告は，平成２４年３月から被告各表示を不正の目的でなく使用しており，その

時点では原告各表示は周知となっていなかったから，不正競争防止法１９条１項３

号の規定により，同法２条１項１号の行為について差止及び損害賠償の規定は適用

されない。 

なお，被告商品２の包装は，被告商品１の包装と同時期に作成していたものの，

インクの品質を確保するため，販売開始は被告商品１よりも遅い平成２５年２月２

２日であるが，被告商品２は，原告各表示が周知となる前から被告が使用していた

被告表示１を，商品の内容に合わせて表示内容を変更したにすぎない表示であり，

被告表示１の特徴を全て備えている。 

したがって，被告には，被告表示１の使用について，同法１９条１項３号適用に

よる先使用の抗弁が認められる。 

そして，被告表示２は，商品の内容に合わせて被告表示１から表示内容を変更し

た表示であって，被告表示１の特徴を全て備えているので，被告表示２についても，

被告には先使用の抗弁が認められる。 

（原告の主張） 

原告各表示は，被告各商品が販売を開始したとする平成２４年３月より前の平成

２３年１２月の時点で周知となっていたから，不正競争防止法１９条１項３号の先

使用の抗弁が適用される余地はない。 

また，被告は，当初のパッケージ案を受け取った段階で他社のデザインと抵触し
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ないか確認する調査を行うのが通常であるのに，これをせず原告各表示に類似した

商品表示をあえて選択したものであるから，被告には不正の意図があった，すなわ

ち同号の「不正の目的でなく使用し」との要件を満たさないから，この点で，先使

用の抗弁が適用される余地はない。 

また，仮に被告商品１に先使用の抗弁が認められることがあったとしても，被告

商品１に基づく先使用の抗弁は，被告商品２には及ばない。 

６ 争点６（本件掲載文は被告の営業上の信用を害する虚偽の事実か）について 

（被告の主張） 

(1) 被告と原告とは競争関係にあるところ，上記争点１ないし３の各（被告の主

張）のとおり，被告が被告各表示を被告各商品に使用する行為は，不正競争防止法

２条１項１号の不正競争に該当しないから，被告が同号の不正競争をした趣旨に理

解される本件掲載文は，事実に反する虚偽のものであり，しかも被告の営業上の信

用を害するから，原告による本件掲載文のホームページへの掲載行為は同項１５号

の不正競争に該当する。 

本件掲載文が虚偽の事実であることにつき，問題となる記載について説明すると

以下のとおりである。 

ア 第３文及び原告商品の画像 

(ｱ) その文章の下に原告商品１，２の画像を掲載している第３文には，その文章

に続いて「パッケージのデザインは，エコリカ製品を表示するものとして，周知に

なっていました。」と原告各表示が周知になっていたとの記載があるが，その事実が

「虚偽の事実」であることは上記争点１（被告の主張）のとおりである。 

(ｲ) 原告は，「周知」との結論を得るためには裁判所の審理を経なければ公的判断

が下されないことは当然であり，「周知」との説明は原告の意見の表明であると理解

される旨主張するが，当事者の意見であるから「虚偽の事実」に該当しないかのよ

うな原告の主張は失当である。 

イ 第４文及び被告商品の画像 
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その文章の下に被告各商品を掲載した第４文には，「エコリカ製品のパッケージデ

ザインと極めて似た」製品の販売を平成２６年頃から開始したとの記載がある。 

しかし，原告各表示と被告各表示が似ていないことは上記争点３（被告の主張）

のとおりであるから，上記記載は「虚偽の事実」である。また，製品の販売時期に

ついても事実と異なる。 

ウ 第５文 

第５文中，「消費者が上記スカイホース製品をエコリカ製品と混同するおそれがあ

る」という部分は虚偽である。 

エ 第６文 

第６文中，「小売店においてエコリカ製品のパッケージと酷似する上記スカイホー

ス製品が現在も販売されており，ユーザーが取り違えて購入するおそれがある」，「エ

コリカが日々受けている損害」との部分は「虚偽の事実」に該当する（本訴におい

て原告に損害が生じていないことは明白である。）。 

(2) 原告が被告に対して訴訟を提起した旨告知するのであれば，訴え提起の事実

だけを記載すれば十分であるはずであるのに，本件掲載文では，本訴でいう原告各

表示が周知である一方，被告が原告からの使用中止の申し入れにもかかわらず，こ

れと類似する被告各表示を付した被告各商品の販売を継続している旨，原告商品１，

２と被告商品１，２の画像も添付して詳細に説明している。 

その一方，被告が，原告に対し，本訴提起前に。原告各表示は商品表示に該当し

ないこと，原告各表示と被告各表示とは非類似であることや先使用の抗弁が成立す

ること等を主張していたにもかかわらず，このような被告の主張について一切言及

がなく，原告による主張のみを一方的かつ詳細に記載されているため，本件掲載文

に接した需要者らは，被告が原告の使用中止等の申入れに対して特に理由を付さず

に使用等を継続しているという印象，ひいては被告が他社の知的財産権を尊重せず，

また，法令を遵守しないような企業であるとの印象を持ちかねない。 

本件掲載文は，本訴提起の告知ではなく，被告の営業上の信用を害することを企



 

 

 

 23 

図したものであるといえ，被告の営業上の信用を害する虚偽の事実であることは明

らかである。 

(原告の主張） 

(1) 本件掲載文は，被告に対する訴訟の提起に関し，当事者の一方として，提訴

に至った経緯と本訴の請求の趣旨の内容を社会通念上必要と認められる範囲内で説

明したものであり，読み手は，原告が被告を相手方として不正競争防止法に基づく

訴訟を提起したという事実を知り，これから裁判所で審理が始まるという事実を理

解するが，いずれの点も客観的に正しい真実を知らせているもので，以下に順に説

明するとおり，本件掲載文には，被告の営業上の信用を害する虚偽の事実は含まれ

ない。 

ア 本件掲載文の表題 

本件掲載文は冒頭に，「スカイホースジャパン株式会社に対する提訴ついて」との

表題があり，以下の文面が反訴原告に対する訴訟提起に関する記事であることを冒

頭の表題において明記している。これにより，本件掲載文を読んだ読み手は，裁判

所の判決，決定などの公的判断を知らせる記事ではないことを理解し，また，被告

の商品の取り扱いを躊躇させるたぐいのいわゆる警告文でもないことを理解する。 

イ 第１文 

この文章により，以下の記事は，原告の取引先やユーザーに対するお知らせであ

ることが明確になっている。 

ウ 第２文 

この文章により読み手は，原告が被告を相手方とする訴訟を提起したという本件

掲載文の趣旨を明確に理解する。第２文について，虚偽の事実が含まれると判断さ

れる余地は全くない。 

エ 第３文 

第３文では，原告が本件原告商品を発売開始した時期を正確に伝えており，本訴

で主張している原告各表示の周知性について，読み手は，当事者の一方である原告
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の単なる意見の表明にすぎないと理解する。そもそも第３文は，原告が原告自身の

ことを説明している文章で，これが被告の営業上の信用を毀損することはあり得な

い。 

オ 第４文 

被告は，提訴前の回答書（甲４９）において，被告各商品の販売開始時期を「平

成２２年４月」と説明していたが，この被告の説明は，原告が行った調査結果と符

合せず，事実かどうか極めて疑わしいものであったので，その販売開始時期を，原

告において調査した被告の商品の販売実績のデータから確認される平成２６年と説

明した。 

したがって，「平成２６年頃から」と説明していた点につき，原告の責任ではない

合理的な理由が存在するし，その余の記載についても，被告の営業上の信用を害す

る虚偽の事実が含まれることは一切ない。 

また「極めて似た」との記載も，当事者の一方として「極めて似た」と説明する

ことは社会通念上何ら問題ない。訴訟上で「類似」との結論が得られるかについて

は裁判所の審理を経なければ公的判断が下されないことはいうまでもないから，読

み手は，原告の単なる意見の表明と理解するのであり，この部分を裁判所が「類似」

という判断を既に下していると誤解されることはあり得ない。 

カ 第５文 

第５文は，原告が被告を相手方とする訴訟を提起したという事実の告知に付随し，

当事者の一方として，訴訟提起に至るまでの経緯を説明したもので，読み手の理解

も同様であり，すべて正確な事実である。 

被告は，第５文に，被告の回答書（甲４９）の主張が記載されていないことを問

題にしているが，相手方の主張までは詳しく記載しないのが通常であるし，訴訟外

での相手方の主張を説明すれば，訴訟上の正式な答弁との食い違いがあると，かえ

ってその記事を読んだ読み手に誤解を与え混乱を招くだけであるから，一般に相手

方の主張まで詳しく記載しないとされていることには合理性がある。 



 

 

 

 25 

 キ 第６文 

読み手は，本件掲載文の表題と第１文から第５文を前提にしており，第６文のみ

を独立して認識することはなく，この記事が，原告が被告を相手とする訴訟を提起

したという趣旨の記事であることを明確に理解する。原告が被告を相手方とする訴

訟を提起したという事実の告知に付随し，当事者の一方として，提訴に至った理由

を説明したものであり，読み手はこの部分は原告の意見の表明と明確に理解する。

このことは末尾が「…するため，提訴に至ったものです。」という表現で締めくくら

れていることからも明らかである。 

そして，原告が主張している原告各表示の周知性，被告各表示との類似性及び混

同性は証拠に裏付けされた理由があり，本訴において侵害が認定されれば，不正競

争防止法５条２項の規定に基づき，被告が被告商品の販売により得た利益は原告の

損害額と推定されることもまた，法律上の理由があるから，当事者の一方として，

「日々受けている損害」という表現を用いることも社会通念上何ら問題はない。 

ク 第７文 

第７文は，第１文と整合しており，この文面により，以上に説明した記事が，原

告の取引先やユーザーに対するお知らせであることが明確になっている。 

被告は，被告「が他社の知的財産権を尊重せず，また，法令を遵守しないような

企業であるとの印象をもちかねない。」と主張しているが，読み手がそのような印象

を持つことはあり得ない。原告の企業姿勢を説明している文章であり，被告の企業

姿勢にについて何らの言及もしていない。 

したがって，被告の営業上の信用を害する虚偽の事実は一切含まない。 

(2) 結論 

以上のとおり，本件掲載文の記載内容を１文ずつ精査すれば，これを読んだ読み

手が受け止める事実の中に，被告の営業上の信用を害する虚偽の事実が含まれない

ことは明らかである。 

７ 争点７（本件掲載文の抹消請求及び謝罪広告掲載請求）について 
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（被告の主張） 

原告による虚偽事実の告知行為により毀損された被告の信用の回復措置として，

原告のホームページから本件掲載文の電磁的記録を削除する必要性，及び原告のホ

ームページ上に，別紙謝罪文目録のとおりの謝罪文を掲載する必要がある。 

（原告の主張） 

被告の主張は争う。 

８ 争点８（被告の損害額）について 

（被告の主張） 

原告による虚偽事実の告知行為によって，被告の営業上の信用が害され，無形損

害が生じたが，その損害額は５００万円を下らない。 

（原告の主張） 

被告の主張は否認ないし争う。 

第４ 当裁判所の判断 

 １ 争点１（原告各表示は原告の商品表示として周知か）について 

(1) 原告は，本件原告商品の包装（パッケージ）にある原告各表示が他の同種商

品には見られない特徴を有するものであり，平成２３年１２月には原告の商品表示

として周知性を獲得した旨主張する。 

ところで，不正競争防止法２条１項１号の商品等表示には，括弧書きとして「商

品の・・・包装」が例示されているが，商品の包装は本来商品の出所を表示する目

的を有するものではないから，商品の包装が同号にいう商品等表示であるといえる

ためには，商品の包装が外観上他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しており，

かつ，その包装が特定の事業者によって長期間独占的に使用され，又は短期間であ

っても強力な宣伝広告を伴って使用されることなどにより，需要者においてその形

態を有する商品が特定の事業者の出所を表示するものとして需要者の間に広く認識

されるようになっていることを要すると解される。 

(2) 後掲各証拠（以下，枝番号のある証拠について枝番号を記載しない場合はす
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べての枝番号を含む。）及び弁論の全趣旨によれば次の事実が認められる。 

ア インクカートリッジ市場 

インクジェットプリンタ市場においては，エプソン製品及びキヤノン製品が各４

０％以上のシェアを占める二大勢力である。インクカートリッジは，各プリンタメ

ーカーにより指定を受けた純正品が市場の大勢を占めており，原告商品１及び２に

対応するインクカートリッジについても，７５％以上（有力家電量販店における販

売をベースとして。）を純正品であるエプソン製が占めている。（乙３，甲３８，甲

３９） 

イ インクカートリッジのパッケージデザイン 

インクカートリッジのパッケージには，エプソン製であれば青色，キヤノン製で

あれば赤といったように，プリンタメーカー毎に異なるイメージカラーが用いられ

ており，一見してプリンタメーカーが判別できるようになっている。そして，リサ

イクルインクカートリッジにおいても，そのパッケージには，対応するプリンタメ

ーカーのイメージカラーが用いられている。（乙２の６，乙５ないし乙７，乙２３，

乙２４） 

ウ 原告各表示 

原告各表示は，別紙原告表示目録のとおりであり，原告商品１，２の包装箱を置

いた状態での各平面（上面）及び正面に用いられているデザインの一部である。（甲

９，１０） 

原告商品１，２の平面には，原告各表示の右側白地部分に原告各表示上部の緑色

系と同色の四角形の中に原告の商号の一部であり，原告の販売する商品のブランド

名として用いられている「ｅｃｏｒｉｃａ」（エコリカ）が白抜きされたブランドマ

ーク（以下「エコリカマーク」という。）が表示されている。そして，原告商品１の

平面及び正面と原告商品２の正面には，原告各表示だけでなく，右側白地部分に明

るい緑色系の長方形が傾いた中に白抜きの文字が記載されたマーク，加えてリサイ

クルマークも（原告商品２の平面を除く。）記載されている。（甲９，甲１０） 
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原告各表示は，パッケージのやや左寄りにシフトさせて角が丸みを帯びた四角状

の背景部の下７５ないし８０％程度をエプソン製のイメージカラーである青色を，

残りの上部に緑色系を用いており，緑色の中には「エコリカリサイクルインクカー

トリッジ」との文字が白抜きされている。そして，青色の部分には，上部左側に，

対応するエプソン製インクジェットプリンタ用インクカートリッジの製品番号の下

二桁の数字である「５０」あるいは「４６」が大きな文字で，その横には「エプソ

ン用」との文字と，互換するインクカートリッジの製品番号，その下に当該商品の

製品番号が，いずれも白抜きで記載されている。青色部分下部には，６色あるいは

４色の色見本として並んだ縦長の長方形とともに対応する色のインクカートリッジ

の写真が並んで記載されている（原告表示２イについては写真がない。）。そして，

右側の白色部分には，「業界初！！」との白色文字が記載された黄金色の周辺部が鋸

歯状の円形のバッジにＶ字にカットされたリボン２本が付されたアイコンが記載さ

れている。（甲９，甲１０） 

エ 原告の販売する商品のパッケージ 

原告は，原告商品１，２として，原告各表示とは異なるパッケージデザインのも

の（特徴点Ｅのバッジがないものや，全く異なる包装のもの。）も販売しており（甲

１３，甲１４，乙１，乙８），また，他のエプソン製プリンタ用の商品には，原告各

表示と異なるパッケージデザインの商品を従前から販売しており，さらに，キヤノ

ン製プリンタ用の商品には，キヤノン製のイメージカラーである赤色を用いた異な

るパッケージデザインの商品を多数販売している。（甲７の１及び２，甲８の１ない

し８） 

オ 原告による本件原告商品の宣伝広告，販売状況 

(ｱ) 原告は，遅くとも平成２１年１１月頃以降，原告各表示を用いた本件原告商

品の販売を行っており，同年１２月以降，新聞及び雑誌への広告を始め，別紙出稿

実績説明書のとおり，毎年１２月から１月の初頭にかけて全国紙を中心に新聞広告

を掲載し，平成２４年度以降１５秒スポットのテレビコマーシャルを１１月から１
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２月にかけて流すなどの宣伝広告を行った。（甲８の１ないし８，甲１８，甲２１，

甲２３，甲２５，甲３０，甲３２） 

(ｲ) 新聞及び雑誌の広告には，いずれも左上にエコリカマークが記載されている

（ただし，背景が濃い色の場合，白色の四角系に文字が抜かれたものとなってい

る。）。（甲１９，甲２２，甲２４，甲２９，甲３１，甲３５，甲６２，甲６３，甲６

８の２，甲６９，甲７３，甲７４，甲７９ないし甲８５，甲８７，甲８８） 

(ｳ) 平成２１年度の新聞広告には緑色で中央部分に「繰り返し使うインクカート

リッジ。エコリカのエコ」との文字，下部には「一番売れているリサイクルインク

カートリッジ－エコリカ」との文字，小さな原告商品１を含む原告の販売する商品

の写真が多数掲載されたもの（甲１９，甲６８の２，甲７４，甲７９，甲８０），平

成２２年度の新聞広告には緑色の背景に右部に大きく「年賀状にエコリカ」との文

字，中央部や下部に「一番売れているリサイクルインクカートリッジ－エコリカ」

との文字，下部には原告商品２，７を含む原告の販売する商品の写真が多数掲載さ

れたもの（甲２２，甲８４，甲８５），平成２３年度の新聞広告には黄色の背景の右

側に「今年の年賀状はエコリカスーパーボーナスパックで決まり」との大きな文字

とともに原告各表示と異なるパッケージの写真を大きく掲載し，その横に通常のイ

ンクセット品として小さく原告商品１の写真を掲載しているもの（甲２４）等があ

った。平成２４年以降は，テレビコマーシャルと同様，有名アナウンサーを用い，

中心付近に「年賀状印刷はこれで決まり！エコリカプラスワンンパック」といった

文字等とその下に原告商品１と原告のキヤノン用の商品３つの写真が掲載されてい

た。（甲２９，甲３１） 

(ｴ) また，平成２１年度の雑誌の広告には，中央に大きく，「よく売れました一番

エコリカ」との文字，「一番売れているリサイクルインクカートリッジ『エコリカ』」

との文字や原告商品１を含む原告の販売する商品の写真が多数掲載されているもの

（甲７３）があり，平成２２年度の雑誌の広告には，大きく「シェアＮｏ．１」，「一

番売れているリサイクルインクカートリッジ」，「エコリカリサイクルインクカート
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リッジ」の文字等とともに原告商品１及び２を含む多数の商品写真が掲載されてい

るもの（甲８２），インクカートリッジを掃除しているような写真を上部に，「リユ

ース」の大きな文字を中央に配し，「一番売れているリサイクルインクカートリッジ

－エコリカ」の文字等とともに原告商品１及び２を含む多数の商品写真が掲載され

ているもの（甲８３，甲８８）などがあった。 

平成２３年度の雑誌の広告には，有名アナウンサーを用い，原告商品１について

も，原告表示１とは異なる，同人の顔写真入りの包装であるスーパーボーナスパッ

クの写真を掲載していた。（甲６２，甲６３，甲６６） 

(ｵ) １５秒スポットのテレビコマーシャルの中には，本件原告商品の正面が映し

出される場面，本件原告商品が原告の販売する他の商品と共に販売のために多数積

み置かれている場面，買い物かごに他の商品と共に無造作に入れられて原告各表示

の一部が映し出されている場面等が見られるが，いずれの場面もわずかであり，最

後の場面に，エコリカマークと「エコで安くて高品質」，「エコリカ」という文字が

表示される。（甲２６） 

(ｶ) また，原告は，その販売するリサイクルインクの販促のためのプリンタ対応

表パネル及びカタログを相当数配布したが，その中には，原告各表示が記載された

包装の本件原告商品が掲載されていたが，その他の商品も多数掲載されていた。（甲

７の１及び２，甲８の１ないし８，甲３６，甲３７） 

 (3) 検討 

ア 上記(2)認定の各事実を前提に，原告各表示の周知商品表示性を検討してみる

と，まず，原告の主張する特徴点ＡないしＥを総合しても，原告各表示が顕著な特

徴を有するということはできないというべきである。 

すなわち，特徴点Ａは，パッケージの配色であるところ，その色はエプソン製プ

リンタ用のインクカートリッジのイメージカラーである青色が大部分に用いられ，

上部に用いられている緑色系も前記のエコリカマークに用いられている色と同色で

あるもので，はっきりした色が２色用いられているパッケージも他の商品に見られ
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ること（乙７）等からすれば，当該配色自体は一つのデザインであるといえるもの

の，特に独自性があるものではない。また，特徴点Ｂは，対応プリンタメーカーと

互換品の型番，さらには商品の型番といった必須の事項を白抜きにしたよく用いら

れる表示方法で記載されているだけのものである。また，特徴点Ｃは，何色のパッ

クかを示す表示であり，他のプリンタメーカーのパッケージにも色を並べて表示し

ているものがあり（プレジール乙２の５の３枚目，キヤノン純正品乙２の６の２枚

目），また，インクカートリッジを斜め方向から撮影した写真を使用しているものも

あること（乙５の２枚目，乙６）からすれば，一般的な表現であるといえる。特徴

点Ａの緑色系の部分にリサイクルインクカートリッジという記載があるという特徴

点Ｄは，単に商品の一般的な名称を記載しただけである。そして，特徴点Ｅとして

挙げるバッジも，リボンは付いていないが，同様の表示はエプソン純正品にも見ら

れる（乙５）。 

このように，原告の主張する特徴点ＡないしＥは，他の商品にもみられるデザイ

ン上の工夫を，配置や色彩を変えて組み合わせたものであり，全体としてみて原告

各表示それ自体は顕著な特徴を有するものではないといえる。 

イ また，原告各表示の周知性について検討してみても，これが需要者の間にお

いて周知になっていたとは認められないというべきである。 

すなわち，原告各表示を用いた本件原告商品の一部は，平成２１年１１月頃には

販売されていたが，その広告は，平成２３年の年末までは，全国紙に掲載されてい

たとはいえインクカートリッジの需要期である１２月から１月初頭にかけての新聞

の広告や，単発の雑誌の広告に限られていたものである。そして，その広告におい

ても，前記のとおり，本件原告商品は原告が販売する多くの商品のごく一部として

写真が小さく掲載されているだけであって，このような広告方法では，原告各表示

が原告の商品であることを認識させ得るほどのものとなったとは到底認められな

い。その後，本件原告商品の広告は，平成２４年からテレビコマーシャルを用いて

もされるようになっているが，テレビコマーシャル自体は需要期である１１月から
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１２月にかけての短い期間にのみ放映されたものである。そして，原告各表示が顕

著な特徴を有するものではない上に，原告各表示がテレビコマーシャルで示される

場面は，１５秒のコマーシャルの中で非常に短い数ショットであり，しかも，異な

るパッケージデザインの原告の商品とともに並べられた中の一部，あるいは山積み

の商品としてデザインの一部が見える状態の画面であるというのであるから，たと

え短期間に多数回このようなテレビコマーシャルが放映されたとしても，原告各表

示を認識して記憶し，原告の商品であることを認識させ得るものであったとは認め

られない。むしろ，需要者がインクカートリッジを購入する際には，その商品の性

格上，対応メーカーや互換製品であることの確認を慎重にすると考えられることか

らすると，本件原告商品のパッケージには，原告各表示だけでなく，目立つ態様で

原告の商品のブランド名を示すエコリカマークや，特徴点Ｄにおける「リサイクル

インクカートリッジ」との文字の前には「エコリカ」との文字が記載されている以

上，需要者は，当該商品をブランド名である「エコリカ」によっても認識するのが

通常であると考えられる。また，テレビコマーシャルは，最後にエコリカマークが

表示されることからすれば，エコリカとのブランド名が需要者に印象付けられてい

ると認められるものであって，そうであれば，原告による宣伝広告より，「エコリカ」

という商品ないし営業表示が需要者の間に広く認識されるようになっていたと認め

られる余地は十分あるが，そうであるから，なお，「エコリカ」とは別に，原告の販

売する多数の商品のうちの１つのパッケージデザインにすぎない原告各表示部分の

みを対象として，それだけで原告の商品表示として広く認識されるようになってい

たものとはおよそ認め難い。  

２ したがって，原告各表示は，原告の商品表示として需要者の間に広く認識さ

れていたとは認められないのであるから，被告による被告各商品の販売行為は，争

点２，３の判断に及ぶまでもなく，不正競争防止法２条１項１号の不正競争に該当

するものではないということになる。 

 ３ 争点６（本件掲載文は被告の営業上の信用を害する虚偽の事実か）について 
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 (1) 本件掲載文は，別紙不正競争行為目録のとおりであり，表題を「スカイホー

スジャパン株式会社に対する提訴について」とし，第１文で挨拶文を，第２文に本

件被告を被告として不正競争防止法に基づく訴訟を提起した事実報告を，第３文か

ら第６文にかけて訴訟提起に至る事実関係を記載し，また第３文と第４文の間に，

周知営業表示であると主張する「エコリカ製品の画像」として，別紙原告表示目録

記載１，２のアに相当する正面部分の写真（ただし，同目録では削除されているリ

サイクルマークなどはそのまま掲載されている。）を，第４文と第５文の間に「スカ

イホース製品の画像」として，別紙被告表示目録記載１，２のアに相当する正面部

分の写真（ただし，同目録では削除されている被告の社名の記載はそのまま掲載さ

れている。）を掲げ，末尾の第７文で，また定型的な結びの挨拶文を掲載したもので

ある。（乙２０の２） 

(2) 本件掲載文の記載内容をみると，確かに原告が被告に対し不正競争防止法に

基づく訴訟を提起したという事実報告が前提になっており，読み手がその留保を前

提に読むことが期待される体裁になっていることは認められる。 

しかし，その一方で，本件掲載文は，不正競争防止法２条１項１号の要件を充足

する事実については，原告の商品の「パッケージのデザインは，エコリカ製品を表

示するものとして，周知になっていました」（第３文）と，訴訟で問題にされる余地

のない確定した事実であるかのように記載し，また原告の商品と被告の商品のパッ

ケージデザインが「極めて似た」（第４文），「酷似」（第６文）であるとして「類似」

より強い表現を用い，さらに「ユーザーが取り違えて購入するおそれがあることか

ら」，原告が「日々受けている損害」（第６文）があると，ここでも断定した表現を

用いている。 

そして，その上，これらの記載には，本件訴訟で特定したパッケージデザインの

うち類似性を判断しやすい一部写真だけを取り出し，「エコリカ製品の画像」と「ス

カイホース製品の画像」として対比して観察できるよう掲げ，読み手をして両商品

のパッケージデザインが類似し，これにより購入者が取り違えるおそれがあること
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を，それ自体から感得できるようにしている。 

したがって，本件掲載文の読み手は，訴訟が提起されたばかりであるから，記載

内容の事実が公的判断として確定した事実ではないことを理解しながらも，その理

由として記載されている被告の商品の販売行為が不正競争防止法違反の行為である

との事実は，裁判においても容易に認められ得る確実な事実と理解するものと認め

られる。 

(3) 以上認定した本件掲載文についての読み手の通常の理解を前提とすると，本

件掲載文を何人もアクセス可能な原告のホームページに掲載する行為は，訴訟提起

の事実とともに，被告の商品の販売行為が不正競争防止法に違反するという事実を

流布するものと認めるのが相当である。 

この点，原告は，本件掲載文の読み手は，不正競争防止法違反と判断するために

必要な事実は裁判所の判断を経なければ公的判断が下されないことは当然のことと

理解しているし，本件掲載文中の訴訟提起に至る事実関係については原告の単なる

意見表明と理解している旨主張するが，いずれも上記認定説示に照らし失当であり

採用できない。 

(4) そして，被告各商品の販売行為が，不正競争防止法２条１項１号の不正競争

に該当しないことは既に検討し判断したとおりであるから，被告各商品の販売行為

が同号の不正競争に該当する趣旨をいう本件掲載文の記載内容は「虚偽の事実」で

あり，これをホームページに掲載した原告の行為は，訴訟提起の報告に仮託して，

原告と競争関係にある被告の営業上の信用を害する虚偽の事実を流布する行為とい

わざるを得ず，同法２条１項１５号に該当する不正競争であるということになる。 

(5) そこで，上記認定に係る不正競争についての原告の過失の有無について検討

するに，上記１(2)オの本件原告商品の宣伝広告の実績からすると，原告が，本件原

告商品がそのパッケージデザインそのもので周知であると考え，被告のする被告各

商品の販売行為が不正競争防止法２条１項 1 号に当たると考えたことが全く不合理

であるとまではいうことはできないといえる。 
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しかし，本件が「包装」の商品等表示性を問題とする事案であり，その周知商品

等表示が裁判の場で認められることについて困難性があることはよく知られたこと

であり，少なくとも訴訟提起段階では，その主張に係る事実がすべて裁判手続を経

て確定すべき事実であることは明らかであるから，原告が，本件掲載文によって訴

訟提起をした経緯を報告する目的であったのなら，訴訟で審理されることになる事

実関係については，その時点では原告の主張ないし意見であることを留保して表現

するに留めるべきであって，またそのことは容易であるとともに，訴訟提起の経緯

を説明する趣旨目的に反しないものであったはずである。 

しかし，そうであるにもかかわらず，被告が，これをせずに断定的な表現で事実

関係を記載したことは既述のとおりであり，とりわけ「その特徴的なパッケージデ

ザイン・・が全国の消費者に認知され，パッケージのデザインは，エコリカ製品を

示すものとして，周知となっていました」とする記載部分は，あたかも特許権者が

特許権を有している事実を表現するかのように裁判所の判断を待たずとも自明な事

柄のように断定的に記載しているのであるから，このような表現振りを選択した点

に原告に注意義務違反があるとの非難は免れず，原告には上記認定に係る不正競争

をしたことに過失があり，これによる損害賠償責任を負うというべきである。 

４ 争点７（本件掲載文の抹消請求及び謝罪広告掲載請求）について 

被告は，信用回復措置として原告のホームページ上に別紙謝罪文目録のとおりの

謝罪文を掲載するよう求めるが，本件において原告に対し，被告に対する後記５で

検討する損害賠償額の支払を命ずる以上に当該謝罪文を掲載する必要性までを認め

ることはできない。 

なお，被告は，原告のホームページから本件掲載文の電磁的記録の削除も求めて

いるが，本件掲載文の電磁的記録は不正競争防止法２条１項１５号の不正競争を構

成しているものであるから，この削除請求は，同法１４条の信用回復措置としてで

はなく，同法３条２項の廃棄請求によるべきことになる。しかし，後者の廃棄請求

の場合，同条１項の差止請求とともにされる必要があるが，本件においては同条１
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項の差止請求がされていないから，結局，廃棄請求も認める余地がないことになる。 

５ 争点８（被告の損害額）について 

被告は，原告が本件掲載文を原告のホームページに掲載した不正競争により，営

業上の信用を害され，無形損害として５００万円を下らない損害を被った旨主張す

る。 

本件掲載文は，被告商品を取り扱う量販品店をして，その取扱いを躊躇させるも

のであるから，原告の営業上の信用を害する結果をもたらしたことは容易に肯定で

きるところである。そして，原告が，本件掲載文をそのホームページに掲載したの

が，本件訴訟を提起した平成２７年１０月２２日であって， 一年を通して最もイン

クカートリッジの需要が多い年末の直前であることからすると，上記のような被告

商品の取り扱いを量販店に躊躇させるに足りる本件掲載文の原告ホームページへの

掲載が被告の営業に一定の影響を及ぼしたことも否定できない。 

ただ，証拠（甲４５）によれば，被告による被告商品の販売規模自体はさほど大

きいものではないと認められるし，また被告が取引先との関係において実際に具体

的な影響が及ぼされたことについての具体的な立証があるわけではないことも考慮

すると，原告の不正競争により生じた被告の信用毀損についての損害の額は３０万

円と認めるのが相当である。 

６ 結論 

以上のとおりであるから，原告の本訴請求は，いずれも理由がないから，これを

棄却することとし，被告の反訴請求は，不法行為に基づく損害賠償として３０万円

及びこれに対する不法行為の後の日である平成２７年１０月２３日から支払済みま

で民法所定の年５％の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるか

ら，その限度で認容し，その余の反訴請求については理由がないからいずれも棄却

することとし，訴訟費用につき民事訴訟法６４条本文，６１条を，仮執行宣言につ

き同法２５９条１項をそれぞれ適用して，主文のとおり判決する。 
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  大阪地方裁判所第２１民事部 

 

 

 

      裁判長裁判官    森  崎  英  二 

 

 

 

         裁判官    田  原  美 奈 子 

 

 

 

裁判官    大 川 潤 子 


